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令和７年第５回新温泉町教育委員会議事録 

 

１ 日 時 令和７年５月２６日（月）午後１時４５分～午後４時２５分 

２ 場 所 浜坂多目的集会施設 ２階ホール 

３ 出席者 山本教育長 

 （委 員）宮口教育長職務代理者、村尾教育委員、田中教育委員、岡田教育委員 

 （事務局）朝野こども教育課長、樹岡こども教育課参事、中尾生涯教育課長 

      桶本こども教育課課長補佐 

４ 会議録署名委員 岡田教育委員、宮口教育長職務代理者 

５ 傍聴者 ０人 

６ 議 事 

  日程第１ 会期の決定 

  日程第２ 会議録署名委員の指名 

  日程第３ 教育長報告及び所管事務報告 

  日程第４ 議案第１５号 新温泉町社会教育委員の委嘱について 

  日程第５ 議案第１６号 新温泉町地域学校協働活動推進員の委嘱について 

  日程第６ 議案第１７号 新温泉町文化財保護審議会委員の委嘱について 

  日程第７ その他    次回新温泉町教育委員会日程について 

 

         ********    開会 午後１時４５分    ******** 

 

○山本教育長 委員の皆様こんにちは。第５回定例教育委員会にご出席をいただきま

して、ありがとうございます。 

 学校も始まり、約２か月がたとうとしております。５月には運動会ということで、

既に温泉小学校、浜坂南小学校、浜坂西小学校と終わっております。委員の皆様にも

それぞれの学校に足を運んでいただき、子どもたちや先生たちの頑張っている様子を

ご覧いただき、ありがたく思っています。今月末３１日には照来小学校で開催予定で

すので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。また、中学校は夢が丘中学校は修

学旅行中です。浜坂中は先日無事に帰ってまいりました。小学校は浜坂の連合修学旅

行が予定されており、それぞれの学校で忙しい５月を送っております。 
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いろんなことが起こるのが学校だとは思っていますけれども、子どもたちの安全や

安心、教員の勤務についても、我々として十分目を配りながら進めていきたいと思っ

ておりますので、今後ともご支援のほどをよろしくお願いいたします。 

 本日は委員の皆様全員にご出席いただいておりますので、この会議は成立をしてお

ります。 

 続いて日程第１会期の決定です。５月２６日１６時までの１日間でお願いいたしま

す。次に、日程第２、会議録署名委員の指名です。岡田委員と宮口教育長職務代理、

よろしくお願いいたします。日程第３、教育長報告及び所管事務報告に入ります。 

〇山本教育長（「教育長報告」を説明） 

○山本教育長 ご質問、ご意見はございませんか。村尾委員。 

○村尾委員 ５月に運動会がありましたが、今年秋に予定している学校が、来年は春

に変更するような検討はされているのですか。 

○樹岡こども教育課参事 具体的に検討している学校は、浜坂東小学校ですが、地域

と連携した運動会を実施していますので、その辺りの調整を図らないと変更が困難だ

とのことです。 

 また、浜坂北小学校は校区が広いので、よく検討を行ってからの変更になるかと思

います。熱中症の心配をしなくていい大きなメリットがありますので、今後、そうい

う方向性に進んでいくと思っています。 

○田中委員 すみません。 

○山本教育長 田中委員。 

○田中委員 運動会は、昔は日頃の運動の成果みたいな目的だったと思いますけど、

目的を今度は変えていく必要があるのかなと感じています。 

○樹岡こども教育課参事 温泉小学校では試験的に足湯を地域の協力を得て設置をし

ました。温泉小学校には温泉が出る蛇口があり、それを活用し、足湯を設置して地域

との交流を行いました。今まで当たり前と思っていたことを、目的をもう一回再構築

しながら、今の時代に合ったものにシフトチェンジしていくというのは重要だと思っ

ています。 

○山本教育長 よろしいでしょうか。それでは所管事務報告に入ります。 

○朝野課長 （議事日程資料２～１６ページを説明） 

○山本教育長 （５）まで説明がございましたけれども、委員の皆様からご質問やご
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意見がございましたらお願いいたします。 

○岡田委員 すみません。 

○山本教育長 岡田委員。 

○岡田委員 １２ページですけど、ゆめっこ認定こども園への送迎はできないとのこ

とですが、なんとか送迎できないのかなと思ったりしましたが、いかかでしょうか。 

○桶本こども教育課課長補佐 送迎については、浜坂認定こども園で想定はさせてい

ただいています。物理的な要因でバスがない、次に、人員的問題で職員もいないとい

う状況がある中で、分かれて送迎をできないというのが現実問題としてあるというこ

とです。 

○村尾委員 いいでしょうか。 

○山本教育長 村尾委員。 

○村尾委員 浜坂認定へ多く行かれるであろうという想定は、何となく分かりますけ

ど、何とか工夫してゆめっこ認定への送迎はできないものでしょうか。 

○岡田委員 金屋まで来ているし、何とかできないでしょうか。 

何か心のハードルを下げてあげてほしいです。 

○村尾委員 何とか融通を利かせながらできないでしょうか。 

○山本教育長 そのほかありますでしょうか。宮口職務代理。 

○宮口教育長職務代理者 この６月の議会は大きな山になると思います。１４ページ

でも、桶本課長補佐、教育長が話の中に出しているように、認められなかった場合に

は打つ手がない。来月の議会でどういう方向で予算がつくのか、一番大事なことなん

で頑張ってもらうしかないと思います。 

○山本教育長 ありがとうございます。田中委員。 

○田中委員 すみません、朝野課長が、大きな反対はなかったって言われましたけど、

大変重要なことだと思いました。保護者が色々な問題があるが、早くしないと一番被

害を被るのは子どもだと理解して、進めるための意見を出しておられますけど、そこ

が全てだと思います。 

○山本教育長 待ったなしの状況があるわけです。誰だって本当は休園してほしくな

いと思います。決して前向きには思ってはくださってないことはひしひし感じるわけ

ですけれど、そういう決断をしなければ前に進めさせることができない、そんな状況

です。今回はあえて休園という措置を取り、送迎の問題など多くの問題があるわけで
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すが、何とかプレハブ教室の設計を認めていただきたいと思っています。 

この前の総合教育会議で提示したような形で何とか進めさせてもらえたらと思って

います。 

○山本教育長 そのほかありますでしょうか。岡田委員。 

○岡田委員 先生の働き方改革の件ですけど、中学校でマチコミを結構利用していて、

夢中も欠席報告をマチコミでできるようになったというのを見て、ほかの保護者の方

が楽になったと言われています。しかし、小学校はなぜかＱＲコードを使っての読み

取りの欠席報告でして、学校によってやり方が違うんですか。マチコミで統一はでき

ないのでしょうか。 

〇樹岡こども教育課参事 ＱＲコードで読み取る学校はグーグルフォームを使ってい

ると思います。欠席理由や詳細をグーグルフォームのほうが把握しやすいという点で、

導入している学校があります。どういう方法を使って、どういうふうな情報を集めた

ら一番効率がいいかというのは、試行段階みたいなところもありますので、その辺り

は情報共有を図りながら、学校にとっても保護者にとっても一番いい方法で落ち着い

ていけたらいいなと思っています。 

○山本教育長 ２０２９年の末までに教育のデジタルトランスフォーメーションプラ

ンで、学校でやめるべき項目がこの前公表されました。１２項目ほどの内容で報告書

も出ていますので、近い将来それに向かって動いていくはずです。 

○岡田委員 分かりました。 

○山本教育長 そのほかありますでしょうか。村尾委員。 

○田中委員 この不登校の児童生徒の数ですけど、年度でリセットされるのでしょう

か。 

○山本教育長 そうです。よろしいでしょうか。それでは生涯教育課お願いします。 

○中尾生涯教育課長 （議事日程資料１７～３２ページを説明） 

○山本教育長 生涯教育課長から（１）から（５）までを報告いただきました。全体

を通しまして、何かご質問等はございませんでしょうか。 

○山本教育長 宮口職務代理。 

○宮口教育長職務代理者 この偉人マンガ今回、第３回目ですね。学校の授業で活用

されていますでしょうか。 

○中尾生涯教育課長 これまでも学校に提供させていただいて、本の感想などを児童
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からいただいています。授業にどこまで活用しているかというのは、勉強不足で認識

してないです。 

○樹岡こども教育課参事 加藤文太郎に関しても篠原無然に関しても、本町が誇る先

人でありますので、そこを子どもたちにはしっかり伝えていってほしいということは、

学校園には伝えています。 

 例えば、篠原無然につきましては、浜坂西小学校は飛騨の学校と交流を図っていま

すし、漫画に関しては飛騨高山のほうにも贈って、共通理解の下に授業は進めていく

ように伝えています。 

○山本教育長 そのほかございますでしょうか。 

 それでは、日程第４、議案第１５号、新温泉町社会教育委員の委嘱についてに入り

ます。事務局からお願いいたします。 

○中尾生涯教育課長 ３３ページ目をご覧ください。議案第１５号、新温泉町社会教

育委員の委嘱について。新温泉町社会教育委員に関する条例第２条の規定により、新

温泉町社会教育委員を選出し委嘱する。 

 選出基準ですが、２つ目の家庭教育の向上に資する活動を行う者です。前任委員の

在任期間ということで、期間は令和７年４月１日から令和８年３月３１日。岡坂悠輝

さん、所属が新温泉町連合ＰＴＡ協議会。 

 提案理由につきましては、新温泉町社会教育委員選出団体の役員改選により、委員

の変更が生じたためです。 

 新旧対照表をご覧ください。昨年までの村尾さんから、岡坂さんを提案させていた

だく内容になっております。以上です。 

○山本教育長 説明が終わりました。委員の皆様からご意見、ご質問はありますでし

ょうか。岡田委員。 

○岡田委員 社会教育委員は主にどういうことをされる方が社会教育委員でしょうか。 

○中尾生涯教育課長 町の社会教育、生涯教育課に携わっていただき指導、助言をい

ただきます。年３回ぐらい会議を持たせていただきまして、研修会や生涯教育課の事

業につきましていろいろ報告、提案させていただく中で助言をいただき、生涯教育の

事業を改善したりするような形を取っています。また、全国の研修会等へも参加して

いただいて、研鑽を積んでいただいています。 

○岡田委員 ありがとうございます。 
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○山本教育長 よろしいでしょうか。それでは、採決をさせていただきます。 

 議案第１５号、新温泉町社会教育委員の委嘱について、原案どおり決定することに

ご異議はございませんでしょうか。 

○山本教育長 ありがとうございました。異議なしということで、全員挙手をいただ

きましたので、原案どおり可決をいたします。ありがとうございました。 

 続きまして、議案第１６号、新温泉町地域学校協働活動推進員の委嘱について、お

願いいたします。 

○中尾生涯教育課長 ３５ページ目をご覧ください。議案第１６号、新温泉町地域学

校協働活動推進員の委嘱について。社会教育法第９条の７第１項及び新温泉町学校支

援地域本部事業実施要綱第８条並びに地域学校協働活動推進員設置要領の規定により、

新温泉町地域学校協働活動推進員を選出し委嘱する。 

 選出基準につきましては、新温泉町立小学校及び中学校の教育活動を熟知し、社会

的信望があり、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者で、９名の方を選出

させていただいております。 

 継続の方が大半ですが、任期が令和７年４月１日から令和８年３月３１日です。毎

年この時期に提案させていただいております。新規の方につきましては、１名となっ

ております。 

 提案理由につきまして、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

を図るため、委員を委嘱するものとなっております。以上です。 

○山本教育長 説明が終わりました。 

 御意見や御質問はございませんか。よろしいでしょうか。 

 それでは、採決をさせていただきます。 

 議案第１６号、新温泉町地域学校協働活動推進員の委嘱について、原案どおり決定

することにご異議はございませんでしょうか。ご異議ない方は挙手をお願いします。 

○山本教育長 ありがとうございました。全員挙手をいただきました。異議なしとい

うことで、原案どおり可決をさせていただきます。 

 議案第１７号、新温泉町文化財保護審議会委員の委嘱について、お願いいたします。 

○中尾生涯教育課長 ３６ページ目をご覧ください。議案第１７号、新温泉町文化財

保護審議会委員の委嘱について。新温泉町文化財保護条例第１８条の規定により、新

温泉町文化財保護審議会委員を選出し委嘱する。 
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 選任基準です。１、学識経験者、２、文化財に関し、見識の高い者。 

 定数１５名のうち、このたび提案させていただくのは１名です。 

 任期につきましては、前任者の在任期間の令和７年４月１日から令和８年３月３１

日までの１年間です。 

 このたび提案させていただく委員のお名前ですが、西谷瑞雄さん香美町の方です。 

 提案理由につきましては、中村委員が体調不良にて退任されますので、新たに委員

を委嘱するものです。 

 新旧対照表、３７ページ、１２番目、前任の中村直輝さんから、西谷瑞雄さんをご

提案させていただくものです。以上です。 

○山本教育長 ありがとうございました。 

 ご意見やご質問はありますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、採決をさせていただきます。 

 議案第１７号、新温泉町文化財保護審議会委員の委嘱について、原案どおり決定す

ることにご異議はございませんか。挙手をお願いいたします。 

○山本教育長 ありがとうございました。全員挙手ということで、原案どおり可決を

いたします。次に、日程７その他です。事務局よりお願いします。 

○桶本こども教育課課長補佐 次回の教育委員会の日程でございます。６月３０日の

月曜日、午後１時４５分からでいかがでしょうか。１時半から事前協議、１時４５分

から本会議、場所は多目的１階小会議室でお願いいたします。 

○山本教育長 ありがとうございました。６月３０日月曜日１３時３０分からお願い

いたします。 

○宮口教育長職務代理者 皆様、お疲れさまでした。学校も順調に動いており、各行

事も順調にこなしているようです。これから梅雨になり、天候も心配な季節になって

まいります。お互いに健康には十分気をつけて頑張っていけたらと思います。本当に

ありがとうございました。 

 

         ********    閉会 午後４時２５分    ******** 

 

 


